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Ⅳ ミルトンによる共和政の構想

「異教的」な君主政に対照される形でミルト

ンによって示された共和政は，具体的にどのよ

うな制度構想を内包するのであろうか。本章で

は，ミルトンの共和政モデルは，ハリントンの

共和政モデルの安定性を背後で支えるものとし

て重視されている平等性に言及することなく安

定性を確保する試み，厳密には，ハリントンの

共和政モデルが持つ（ミルトンから見ての）不

安定性の除去，であることを明らかにする。す

なわちハリントンのモデルを前提に，三つの修

正─一院制で終身制議員からなる中央議会制，

地方議会の設置，土地の再分配を規定する法の

不要─を主張するのも，その観点からの提案と

解すべきなのである
1)
。第１節では，ミルトン

の構想が，具体的な選挙における投票行動への

影響を与えることを狙いとした含意に再度言及

し，第２節以下では，ミルトンにおける共和政

の具体的構想が，政体としての安定性を重要原

理として設計されている点を確認する。すなわ

ち本章の議論は全体として，安定性の確保を第

一原理とする具体的な制度構想を示したという
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１）これらのハリントンの共和政論に対するミルトン

の留保と，ハリントンに対するヒュームの留保の要

点が非常に類似している意味について，本稿第Ⅵ章

において簡潔に再論する。



点で，他の著作から特徴づけられる「非制度主

義者 antiformalist」
2)
としてのミルトンとは

違った側面が『設立論』に示されていることの

明確化を目的としている。

１ 選挙への影響力の行使

まずミルトンの共和政にかかわる三つの主張

の前提として議論されている，「選挙の改良」の

提案を取り上げたい。これも第二版で追加され

た主張である。この提案は，良識ある少数者が

確実に統治の実権を握るようにする目的を持っ

ている。彼の言う改良された選挙方法とは，

粗野な多数の民衆 the noise and shouting

of a multitudeの喧騒に全てを任すことな

く，正しい資格のある人々だけが必要とす

るだけの数の人数を推薦 nominateできる

ようにし，この中からより良き資質を持つ

人々 better breedingを選挙で絞ることに

より，三分の一あるいは四分の一に精選す

れば，最大多数の声による最大価値を有す

るしかるべき数の人々が残る（REW, pp.

442-443 : 342-343 頁）

ようにするための方策である
3)
。この部分が，

先行研究において少数者支配を正当化するミル

トンの議論の根拠として言及される箇所であ

る。

以上に続けてミルトンは，選挙人と被選挙人

とを共に，共和政に相応しい存在にする必要性

を説く。しかしながらそのためにミルトンに

よって強調されるのは，興味深いことに，政治

教育という（即効性でなく）遅効的効果を持つ

方法である。ミルトンによれば，

最も相応しい選挙人と，統治するに最も相

応しい被選挙人を作るには，現在の腐敗し

欠陥のある教育を改善し，国民に有徳の信

念，節操，謙虚，謹厳，倹約，正義を教え，

富や名誉をあがめることなく，騒乱と野心

を憎み，あらゆる人が公共の平和，自由お

よび安全の中にのみ自らの個人的幸福をお

くことが必要である（REW, p. 443 : 343

頁）。

すなわちミルトンによる共和政確立論には，選

挙法改革という短期的な処方箋と，政治教育と

いう長期的な処方箋とが共存している。

後者に関してウォーデンは非常に興味深い議

論を行っている。それによれば，ミルトンを含

む共和主義者たちが同国人の政治的資質の観点

で憂慮するのは，その道徳的「欠陥」ではなく

「政治教育の欠如」であり，それを補って初め

て自らの「政治的健全さ」を確保することが可

能との共通認識を彼ら自身が持っていた
4)
。例

えば 1681 年に『ブリテン史』の一部として公刊

された『長期議会の特徴』のなかでのミルトン

自身の言葉は，以上の認識を端的に表している

ように思われる。

私たちにとって必要な太陽の光が私たちの

感性と果実とを熟させるがゆえに，［太陽

に恵まれた］海外［地中海地方］からワイ

ンと［オリーブ］オイルが輸入されるのと

同様に，最良の時代における海外の書物と

事例とが私たちのもとに輸入されることに

よって，私たちの高い政治的能力も育まれ

ることになる
5)
。

つまりウォーデンが着目するように，ミルトン

は他国人の手になる最良の政治書や他国人の最

良の経験とから英国人が積極的に学ぶ必要を認

識し，その妨げとなる「島国的狭隘性 insular-
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２）Davis (1993).

３）Wolfe（1963）は，ミルトンの選挙方法を図解して

いる（ibid., pp. 300-302）。またハリントンの選挙法

に関する分析は，例えば Blitzer（1960），pp. 216-

226を参照せよ。

４）Worden（1990），p. 233. なお Fink（1962）も，政

治教育へのミルトンの強い関心と信頼は，終生変わ

らなかったと強調する（ibid., p. 119）。

５）CPW, vol. v, part 1, p. 450.



ity」を問題視していたと言えよう
6)
。そして選

挙法改革と政治教育という即効・遅効的な処方

箋の関係付けが，ミルトンの具体的な共和政モ

デルのなかで示されていると言える
7)
。

しかしながら『設立論』において重点を置か

れるのは，上で見た政治教育という長期的な処

方箋ではなく，短期的な処方箋，すなわち即効

性のある処方箋としての，選挙方法の改善で

あった。これによって国民は，

総評議会に選ばれた人々を必ずや信用し，

総評議会のメンバーたちは，それゆえ，自

分たちの大部分の仕事を外交関係に割くこ

とができ，正しくわれわれの自由の守護者

と呼ばれるようになるであろう（REW, p.

443 : 343 頁）

とミルトンは議論をまとめている
8)
。

そしてこの適格者による合議体こそが，正当

性を持つ自由な統治機関の基盤であり，「公共

の平和と自由を維持する」ための方策を協議す

る（REW, pp. 432-433 : 338頁）
9)
。またミルト

ンによれば，この体制は，国王という一人の人

間が支配する君主政よりも優れている。なぜな

ら，「国民の幸福は単一人ではなく，民衆自身が

選んだ，理性だけが支配する完全にして自由な

評議会において，最も確固たるものになるに違

いない」（REW, p. 427 : 334頁）からである
10)
。

ここでミルトンの議論の持つ重要な含意を三

つ指摘したい。第一に，次節以降で検討するミ

ルトンの具体的な三つの提案が，個々別々の方

策ではなく一体として
11)
，君主政支持者，無神

論者，教皇主義者などを除いた「正当で必要な

資格要件」を満たす「最も有能な人々」を，「州

代表Knightsおよび都市代表 Burgesses」とし

て的確に選挙で選出し，立法の任に当たらせる

ことによって君主政の復活を減ずることを目的

としていることである（REW, p. 431 : 338

頁）
12)
。

第二に，（第一の目的を達成するために），ミ

ルトンは『設立論』に示された国制モデルを，

理論家ではなく，残部議会などの欠員を埋める

実際の議会選挙に際して有権者の投票行動に影

響を与えることを目的とする実践家の立場か

ら，提示することを目的としている点である

（REW, p. 408 : 325 頁）。すなわち適格者を議

員として選出することで，「少なくとも自由共

和国はしっかりとした土台 foundationの上」に

据えられ，その「主要な骨組みmain structure」

の大部分ができあがったと見なすことができる

とミルトンは主張するのである（REW, p. 432 :

338頁）
13)
。

そして第一と第二の含意を踏まえると，第三

に重要なのは，適任者を選抜する選挙での投票

行動において重視されるべき点を，共和政維持

という一点においての合意と見なし，その支持

理由の多様性を不問とする姿勢でミルトンが議
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６）Worden (1990), pp. 233-234.

７）脚注５の引用文が象徴的に示すように，他国の優

れた事例から積極的に学ぶべきというミルトンの姿

勢は，自らの提唱する共和政モデルと，ハリントン

のそれとの相違を議論するときにある種の問題を抱

えることになるが，詳細は第Ⅴ章で行いたい。

８）「外交関係」がここで明示される理由をミルトンは

明示的に説明しないが，君主政復活への国際的な圧

力や，その一環としての，チャールズ一世の遺児の

在オランダ亡命宮廷への対応などを意味すると推測

される。この点で Mayers（2004），esp., ch. 6,

Armitage（1995b）を参照。

９）第一版 REW，p. 368. なお第一版では，「公共の平

和と自由を維持する」という統治の目的は明記され

ていない。

10）第一版 REW，pp. 361-362.

11）Cf. 今井（1984）は，三つの提案のうちのひとつで

ある地方議会の提案のみに，『設立論』の「独自性」

を見る（293 頁）。

12）第一版 REW，p. 368. ミルトンの通俗的なイメー

ジからは宗教的要件が課されるように誤解される

が，ここでの言及はない。この点については，本稿

第Ⅴ章第２項で議論したい。

13）第一版 REW，p. 368.



論を行っていることである。すなわち，時に相

異なる様々な政治的信条を持つ有権者に広く訴

えかけるために，共和政の利点を様々な角度か

ら説得する姿勢がミルトンに濃厚ということで

ある
14)
。

２ 平等性なき共和政モデルとその安定

性の確保

前節で触れたようにミルトンは，公正な選挙

で選ばれた構成員からなる総評議会を重要な統

治機関として位置づけた上で，その構成，権限，

そしてその構成員の任期について議論を展開す

る。すなわち公正な選挙方法によって「最も有

能な人々」が選出され，彼らを構成員とする合

議体が，万能で正当性を持つ存在とミルトンに

よって見なされ，実質的には，ヴェネチア元老

院と同様な重要機能と役割を具備すべきものと

して提示される。すなわち総評議会は，「共通

の平和と自由」のために，陸海軍統帥権，徴税

権，各種監査権，貿易・外交などを含む立法権

を持ち，その構成員の一部は，緊急時や機密事

項を扱うために「国務院 Councel of State」の一

員ともなるのである（REW, p. 433 : 338頁）。

この点で，ミルトンによる元老院と行政部との

関係付けは，ハリントンのそれとほぼ同様であ

る
15)
。

以上の様なミルトンによる総評議会の主張

を，アンドルー・バーナビは，政治的安定（＝

現状維持）を可能とするヴェネチア型の共和政

モデルの選択を意味するものと解する。すなわ

ちバーナビによれば，マキャヴェッリ『ディス

コルシ』の精読者であったミルトンは，マキャ

ヴェッリが理想とするローマ型の共和国におい

ては民衆的な主導権が重視される結果，その裏

面として，民衆自身が共和政の安定化ではなく

その不安定化の帰結としての君主政を指向する

場合の危険性を十分に認識していた。したがっ

てマキャヴェッリの共和政モデルから批判的に

学んだ結果として，マキャヴェッリやハリント

ンが「現状維持の共和政」として定式化する，

政治的エリート（深慮と経験に基づいてブレに

くい政治的判断を下す層）が中心的役割を果た

すことにより確保される安定性を重視するヴェ

ネチア型を選択した。すなわちバーナビが想定

するミルトンの前提は，民衆主導に示される動

態性・対外拡張性か，もしくは少数者主導によ

る安定性のいずれを重視するのかという二項対

立的な二つの政策主導原理であった。そして

バーナビによれば，この点において後者を重視

するミルトンの議論は，前者を重視してローマ

型の共和政モデルを選択するハリントンとの対

照性を持つ
16)
。

しかしながらミルトンの議論は，次の点で

バーナビが解釈するよりも複雑な内容を持つと

考えられる。ハリントンは，バーナビの解釈と

は異なり，ローマ型の動態性・対外拡張性を利

点としつつもそれを「不平等」型の共和国と見

なし，その不平等性によって安定性を欠く（内

部崩壊する）危険性を指摘すると同時に，それ
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14）Stewart（1984）は，第一版よりも第二版のほうが

「より広範な読者層」を念頭に置き（ibid., p. 209），

その議論展開も，聖書的記述を増やすことにより，

「説得から予言的」断定のトーンに変化していると

指摘する（ibid., p. 210）。また Knoppers（1990）は，

ミルトンが説得を試みる読者層は，実質的には，共

和主義者（と神）であると解する。対照的に Hol-

stun（1987）は，ミルトンが明確な読者層の想定を

欠いたまま『設立論』第二版を出版したと見なす。

本稿はむしろ，ミルトンの議論における，様々な

各論の整合性に一義的な関心を置き，そしてまた詳

細な共和政モデルの提示をミルトンが行っている点

に，第二版においても説得の試みが依然として大き

な比重を持つと解する。

15）Works，pp. 248ff. 但し，ハリントンの場合，教会

統治に関する権限も「国務院」の下部組織である「宗

教委員会」に属する。

16）Barnaby (1990)，p. 256.



をそのまま模倣することを避けるべきと主張す

る。そしてハリントンは，ヴェネチア型を，動

態性・対外拡張性に弱点を抱えつつも，（一国内

の平等性という）公正さが確保される「最も平

等な共和国」と高く評価し，自らの共和政モデ

ルがそれに大幅に依拠していること，そしてこ

の平等―不平等という区分こそが「これまで見

られなかった［自ら独自の］分類」と自負しつ

つ，平等性こそが共和政の安定性をもたらすと

主張する
17)
。すなわちオシアナ共和国は，基本

的には「平等な共和国」であり，その平等性が

確保する安定性によってローマ型が可能とする

拡張性をも実現するとハリントンによって主張

されているのである
18)
。したがって平等性と安

定性を密接に結びつけたハリントンの議論を既

に知っている『設立論』の読者に対してミルト

ンは，（政体における）平等性と安定性という連

関そのものを切断することによってはじめて，

平等性を欠いても共和政の安定化が可能と主張

できるのである。

以上の議論を踏まえると，ミルトンの議論に

は解かれるべき二つの疑問が付随することがわ

かる。（本稿第Ⅴ章で論ずるが）第一に，ミルト

ンの『設立論』は，実質的にはヴェネチアの安

定性を模倣しているにもかかわらず，一見する

と反ヴェネチア論のように見えることをどのよ

うに理解すべきかである。すなわちヴェネチア

から多大な影響を受けたことを自負し，また周

囲もそのように理解するハリントンのモデルを

「外来モデル exotic models」として退けるミ

ルトンは，実質的には，ヴェネチア・モデルそ

のものを否定しているように解釈され得るから

である
19)
。なぜヴェネチア型を批判するかのよ

うな議論をミルトンが行ったのであろうか。そ

してそのことは，多数支配と少数支配という二

項対立を前提に，（前者をハリントンが）後者を

ミルトンが選択したことを単純に意味するので

あろうか。

そして本節で議論したいのは第二の疑問であ

る。それは，適格者を選挙で合議体に選抜でき

れば共和政の正当性，公正さ，そして安定性は

確保され，その結果として君主政の復活は阻止

できるにもかかわらず，ミルトンはある種の制

約を，自らが共和政モデルの中核に置く合議体

に付与する議論をあらためて行う理由は何なの

であろうかという問いである。ミルトンは，第

二版において，主権者たる民衆とこの合議体の

関係についてより慎重な加筆を施している。そ

れによれば，この合議体は常に万能なのではな

い。なぜなら，

主権は，この総評議会 Grand Councelに譲

渡ではなく，ただ委任されるべきである。

つまり，［その権限が］付与されたときにだ

け［主権の権能が総評議会に］一時的に属

するのである（REW, p. 432 : 338頁）。

この点で，議会に主権的権力を一元化していく

ハリントンの議論に対して，ミルトンの議論で

は，主権（者）による権力の信託機関としての

議会を位置づけることから，ジョン・ロック的

と評することができる。しかしながらロックと

は違って，ミルトンには議会が信託内容に背馳

したときに信託を解除する具体的な条件と手順

に関する議論はない。このような中途半端な統

治モデルの提示をミルトンはなぜ行ったのであ
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17）Works，p. 180. 但しハリントンは，対外拡張性の

名の下に実質的に問題としているのは，文字通りの

対外拡張と言うよりはむしろ，オシアナ本国（イン

グランド）と，属州であるマルペシア（スコットラ

ンド）とパノピア（アイルランド）の適切な関係付

けである。この点についての筆者の見解は，日本イ

ギリス哲学会個人研究報告（2006年３月，京都）に

おいて「ジェームス・ハリントンにとっての属州と

はどこのことか？─植民地統治と土地法規の分析か

ら─」の表題の下で示した。近いうちに論文として

発表する予定である。

18）Works，pp. 320ff. Fink（1940），pp. 157-160, 164,

167 も参照せよ。 19）Fink (1940), pp. 166ff.



ろうか。

考えられうる理由は，民衆主権の原則を原理

的に否定することなく，時論として，代議制の

絶対性・必要性を説くためである。ミルトンに

よる民衆主権的主張は，既に『為政者在位論

The Tenure of Kings and Magistrates, 1650』で

明言されていたが
20)
，『設立論』のミルトンは，

総評議会が専制化し民衆主権を空洞化させる危

惧をその読者層が抱くことを避けつつ，政体と

しての安定性（共和政の継続）を確保するため

の方途を示すという形で，この主張を引き継い

でいると言えよう。すなわち既に指摘したよう

に，ミルトンはハリントンの共和政モデルを強

く意識しつつも，ハリントンが安定性と明示的

に結びつけた平等性の主張を持ち出すことな

く，（一定の公正さを確保しつつ）安定性を確保

する別の方途を示す必要性をミルトンが強く感

じていたと考えられるのである。ミルトンによ

れば，多くの民衆が君主政復活に支持を与えつ

つある現状において，ハリントンの平等性が前

提とする民意の自由な表明に依拠した共和政モ

デルは適切さを欠く。そこでミルトンが第二版

においてより重要視し，かつ，統治機構として

の正当性を確保するために最も配慮したのは，

民衆主権の否定ではなく，その枠内で，共和政

体の継続に悪影響を及ぼすようなあらゆる種類

の不安定性を，政体（なかんずく議会）の人的

構成の連続性で除去しようとする姿勢である。

この点で，ミルトンの共和政モデルは，ハリン

トンのそれが平等性による安定性の確保を目指

すのとは対照的に，主として，（有権者の投票行

動に影響力を与えうるもののその投票結果を十

全に制御できないことに起因する）選挙の持つ

不安定性の除去・最小化を目指す議論と評する

ことができる。

そして，この不安定性の除去を目指すミルト

ンの姿勢は，合議体構成員の任期を論ずる局面

にも影響を及ぼしている。すなわちミルトンは

二つの版のいずれにおいても，総評議会を常設

機関とすべきとしつつも，ハリントンや同時代

の共和政論者の中で特異な主張，すなわち，そ

の構成員の終身制が必要と説く（REW, p. 433 :

338頁）
21)
。

人々は交代制の議会という先入観を持って

いるがゆえに，次のことをはじめて聞くと

奇妙に思われるかもしれないが，わたしは，

正しく選ばれる以上は，総評議会は常設機

関でありその構成員は終身制にすべきだと

断言する（REW, p. 433 : 338頁）
22)
。

その理由としてミルトンは，プラトン以来の政

治の隠喩を用いることで，緊急事態への対処は

常設機関のほうが優れている点を挙げる。すな

わち「共和国という船は常に帆をあげて走って

いる」（REW, pp. 433-434 : 338-339 頁）からで

ある
23)
。この緊急事態への対処から，主権の代

行機関にして執行権と密接な元老院型の組織

で，かつ，その構成員が終身制の総評議会を主

張するミルトンの視点は，その共和政論に時論

的色彩と原理的認識の双方が併存すると解する

本稿の議論において重要になる。すなわちハリ

ントンとの関係では，（ハリントンが提唱する

「外来モデル」である）ヴェネチア型の「平等

な共和国」を指向しないミルトンは，ハリント

ンとは異なる彼独自の方法で，自らの共和政モ

デルが安定性を確保できることを例証する議論

を展開する必要が生ずるのである。そして次節

以降のミルトンによる共和政モデルの各論は，

その方針に沿うものとなっている。
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20）CPW, vol. iii, p. 206. (原田純 訳，「為政者在位論

改訂増補版 一六五〇年」，原田訳，『イギリス革命

の理念─ミルトン論文集─』小学館，1976年，270

頁。)

21）第一版 REW，pp. 368-369.

22）第一版 REW，pp. 368-369.

23）第一版 REW，p. 369.



３ 官職交代制について

ではなぜミルトンは，総評議会の常設性を確

保するためにその構成員の交代制は望ましくな

いと主張するのであろうか。

ミルトンはまず，「総評議会は国家全体の基

礎であると同時に大黒柱であり，欠陥もないの

に柱石や土台を取り除くのは，建物にとって安

全であるはずがない」（REW, p. 434 : 339 頁）

と言明する
24)
。そして重要なのは，ミルトンは

第二版で，本来は必ずしも連関しない二つの問

題─議会自体の常設性と議員の交代制─をあえ

て関連付けて，「交代制であり非常設的な suc-

cessive and transitorie」総評議会の在り方に賛

同できないと強調する（REW, p. 434 : 339

頁）
25)
。すなわち，ステュアート朝成立以来なさ

れてきた議会の常設性の主張と，本来は必ずし

も連関しない議員の交代制（任期）の問題とを

ミルトンはあえて積極的に連関させることに

よって，個々の議員の交代を認めることは直ち

に議会の常設性，ひいては政体の安定性を脅か

すかのような印象を読者に与えようとしてい

る。さらにミルトンは，交代制が持つ問題点を

第二版では特に詳細に記述することによって，

交代制議会が，「騒乱，変化，目先の改革といっ

た不安定」を生じさせ，突発事態への対処を等

閑にする傾向を持つ点をも強調する（REW, p.

434 : 339 頁）
26)
。

もちろんミルトンは，常設性と継続性とを確

保した「年ごとに……メンバーの三分の一を選

挙によって交代する……官職交代制」（REW, p.

434 : 339 頁）を採る議会でも，専制権力の発生

を防止する利点を持つことを認める。しかしな

がらこの種の交代制が議会の常設性と継続性を

保証し，ひいては政体の安定性を確保するもの

として（ハリントンなどによって）もともと提

唱された点に積極的に言及することなく，「こ

のような輪＝交代制は運命の輪 wheel of for-

tuneとあまりにも類似」しているがゆえに国

家の制度としては望ましくないとだけミルトン

は否定的に論評するのみである（REW, p. 435 :

339 頁）。すなわち議員の交代制についてミル

トンは，ハリントンが主張するような，議員の

一部が交代し継続性を確保しつつ交代する半舷

上陸型の交代制の可能性を低く見積もることに

よって，いかなる種類の交代制であっても，そ

れが議会制の不安定性に直結するかのような議

論を展開するのである。ミルトンによれば，

なぜなら，かかる方式が実施された場合，

最善にして能力ある多くの人々を交代によ

り外に出してしまう危険と不幸を必ずやと

もない，これらの人々の代わりに新たに行

われる選挙が，同数の不慣れで，未経験な，

さもなければ，知識や経験をてらう人々を

送り込み，公の事業の弱体化と悪化という

結果を招くからである（REW, p. 435 :

339-340頁）
27)
。

さらに興味深いことは，ミルトンが，第一版

においては議会構成員の交代を，「死亡もしく

は告
・
発
・
」の事由に限定して交代制を容認するに

過ぎないのに対して，第二版では，「死亡もしく

は［告発された］犯罪行為の確
・
定
・
」のみにより

交代を認める点で交代条件そのものをより厳格

化するものの，議論全体としてはむしろ交代制

の得失を考量しつつ丁寧にそれを反駁する論調

に変化していることである。

この変化の理由をウールリッチは，第一版に
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24）第一版 REW，p. 369.「欠陥もないのに」という部

分の表現のみ異なる。

25）第一版 REW，p. 367. 第二版では，「非常設的な」

という形容詞が追加され，議会やその構成員の不連

続性がより強調されている。

26）第一版 REW，p. 369.

27）ハリントンは，官職交代制が適用される範囲（元

老院，民会，行政部のそれぞれ，もしくはそれらの

組み合わせ）と交代の規模について，歴史上の共和

政を例示しつつ六つの類型を示して議論している

（Works, pp. 474ff.）。



対する批判のひとつである匿名出版物『ロタ・

クラブでの批判』
28)
に応じた結果とする

29)
。こ

れに対して著作集編者エアーズは，第一版に対

するありうる批判を自ら想定して，それらに対

応する形で第二版での議論を拡充したと解す

る
30)
。いずれの解釈を採用するにせよ，『ロタ・

クラブでの批判』は，ハリントンがその主宰す

る討論団体ロタ・クラブで，自らの主張である

官職交代制を批判したミルトンの議論の問題点

を実際に議論した記録という体裁を採ってい

る
31)
。そのためハリントンの著作と誤って同定

されることもあったが，現在では，ミルトンと

ハリントンの議論を共に嘲笑することを目的と

して王党派の作者によってつくられた架空の討

論の記録と解されている
32)
。この著作でミルト

ンの議論は，一見交代制を容認しているように

見えながらも実質的にはそれを否定し，それに

よって書名に示された「自由共和国を設立する

ための迅速で簡便な方法」ではなく，「見紛うこ

となく隷属的な政治体制を確立するための迅速

で簡便な方法」を提起しているに過ぎないもの

と揶揄される
33)
。

確かに第二版でミルトンは，官職交代制と専

制の出現に対する人々の危惧に対してより慎重

な議論を行う。すなわち交代制の採用が専制的

な政治の実現と直結しない前提条件を明らかに

すると同時に，非交代制の利点が安定性の確保

にあることを再度強調するのである。つまり政

体の安定性の確保が前面に押し出されることこ

そが，第二版で示された改訂の中核的な主導原

理と見なすことができる。ミルトンは，「国民

により選挙・信任」された総評議会であれば，

「常備軍や民兵においても忠誠心のある人々が

自分の手に武器を持つこの国」においては，そ

の構成員が終身制であっても，専制の恐れはな

いと付け加えている（REW, p. 435 : 340頁）。

さらにミルトンは，二つの版に共通して，君

主政と比較しつつ，常設で終身制の総評議会を

持つ共和国がより安定的で永続性を持つと主張

する。もちろん君主政も，それを支える顧問官

が終身なので，その観点から一定の安定性を持

つことは事実である。しかし，「君主の死はよ

り多くの危険な改変を頻繁に引き起こすけれど

も，共和国においては，ある一総評議会メンバー

の死はそのようなものとしては受け取られず，

偉大にして高貴な共和国の主たる本体は，あた

かも永遠に続くかのように厳存 permanent」

（REW, p. 436 : 340頁）するのである
34)
。事実，

ユダヤのサンヘドリン，アテネのアレオパゴス，

スパルタの長老会議，ローマの元老院は終身制

を採り，ヴェネチアの元老院，オランダ共和国

の都市の諸政府は，部分的に任期制による交代

制を採用するものの機関としての安定性・継続

性をいずれも確保していたとミルトンは強調す
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28）Anon.（1660）. この出版物以外にも G. S.（1660）

が，君主政こそが英蘇蘭三国に相応しい最良の政治

体制であり，それへの回帰こそが神意であり三国に

繁栄をもたらすと主張する。

29）Woolrych (1980), pp. 199-200, Parker (1971), pp.

280-283, Stewart (1984), p. 205.

30）REW, pp. 432-433, n. 115.

31）ロタ・クラブは，共和政論者から王党派まで様々

な参加者からなり，ミルトンの友人であるシリアッ

ク・スキナー（Cyriack Skinner, 1627-1700）もその

うちの一人であった。Fink（1962）は，スキナー経

由でハリントンの共和政モデルの詳細をミルトンが

把握していたと指摘する（ibid., p. 114, n. 135）。主

要な参加者は，Masson（1877），vol. 5，pp. 485ff，

スキナーについては，‘SKINNER, CYRIACK（1627-

1700）’，in Hunter（1979），vol. 7，pp. 202-203を参

照せよ。

32）例えば，Masson（1877），vol. 5，p. 660 を参照せ

よ。

33）Anon. (1660), pp. 15-16.

34）第一版では，共和国の「主たる本体」は「変更さ

れない unchang’d」とされている（REW, p. 370）。

編者エアーズも指摘するように，総評議会の常設性

と機関としての安定性・継続性と，それを構成する

個々の議員の交代を，第二版では区別する方向で議

論が整理されている（REW, p. 436, n. 131）。



る（REW, p. 436 : 340-341頁）
35)
。したがって，

「われわれ島国人に起因するとされる移り気な

性格に起因する」のでなければ，イングランド

では交代制議会こそが「最も安心で便利なもの」

と見なし得る特段の理由はないとミルトンは結

論する（REW, p. 437 : 341頁）
36)
。

ここまでの議論が示すように，ミルトンはま

ず，共和政の中心的機関としての元老院的な総

評議会を議論の中心に置き，その構成員を適切

に選出することが最も重要と強調する。そして

次に，その構成員の任期問題については，政体

の安定性の観点から論じられるべきと強調し，

終身制が望ましいとする二段階の議論をミルト

ンは展開している。すなわちミルトンは，議会

（総評議会）の常設性と安定性の担保というス

テュアート朝成立以後の政治課題を自らの立論

の前提としつつも，本来はそこから直接的に導

き出される問題ではない，個別の議員の終身制

の必要性を論じるのである。これとは対照的に

ハリントンは，同様に元老院を重視しつつも，

その常設性・継続性を担保する半舷上陸型の官

職交代制の必要性を説くのであった
37)
。

４ 二院制批判

緊急事態への対処に優れているなどの政体の

安定性の問題を実質的に重視するミルトンの姿

勢は，（ミルトンから見て）この点を軽視する同

時代的議論の不適切さを指摘するために，ハリ

ントンを含む二院制論者に対する批判を行うこ

とにつながる。

しかしながらミルトンの二院制論の重点は，

民衆的会議体そのものの適否を単独で議論する

ことにではなく，終身制元老院が仮に専制化し

た場合にも民衆的会議体が無力であるばかりで

はなく，民衆主権を却って害する側面を持つこ

との強調に置かれている。この側面は，特に第

二版に顕著である。すなわちミルトンは，終身

制元老院（総評議会）の専制化を防止するため

に，「国民の側から矯正，抑止する制度」として

民衆による会議体を設置する方策が歴史上多数

の国と時代に存在したことを認めつつも，それ

はかえって有害と主張するのである（REW, p.

437 : 341頁）
38)
。ミルトンによれば，アテネの

民会，スパルタのエフェロイ会議，ローマの護

民官などの「抑制制度は国民に対してはほとん

ど役に立たなかったか，あるいは結局のところ，

自らの法外な権力によって自らを葬るような放

恣な民主主義に国民を追い込んだ」のであって，

普通の人 the common sortのほうが自分の

自由を保持することに熱心であろうとの理

由から，重要人物からなる元老院より，民

衆の合議体のほうが国民の自由の付託に応

えるであろうという主張の根拠は，経験に

よって，偽りであることがわかる（REW,

p. 438 : 341頁）。
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35）第一版 REW，pp. 370-371. なお第二版では，趣

旨が変わらない範囲で語句が修整される。

36）第一版 REW，p. 372. 島国人は恒常性や誠実さを

欠くという天候の性格形成への影響説は，プラトン

やアリストテレス（『政治学』第７巻第７章）にまで

遡り得る。これについては，Fink（1941），Stroup

（1943），Fink（1962），ch. 4 & appendix Aを参照。

ある国民の固有の性格と，その弱点克服の可能性と

手法についてのミルトンの強い関心は，本稿第Ⅴ章

で議論するハリントンの土地均分相続法に対する評

価に強い影響を与えていると思われる。

37）もっとも議院構成に関するミルトンとハリントン

の重要な差異は，同時代人からは重視されず，むし

ろその共通性に注目し一体のものとして批判され

る。例えば，Collinne（1660）において 30 の質問項

目が列挙されているが，このなかの第 23番目の項

目において，ミルトンの『設立論』とハリントンの

議論とが共に，トマス・モアの『ユートピア』のよ

うな空想性のゆえに，一括されて批判されている

（ibid., p. 7）。

38）Barnaby（1990）は，ここに見られるミルトンの

議論を，民衆による合議体に重点を置くマキャ

ヴェッリへの批判と解する（ibid., pp. 266ff.）。



以上の例証としてミルトンは，ローマの民衆が，

護民官の選出からマリウスの出現とスラによる

専制を引き起こした経緯を詳細に記述してい

る。

そしてハリントンの共和政モデルを念頭に次

のような批判をミルトンは行う
39)
。これもまた

第二版において追加された記述である。

最近提案されたように，三百名からなる元

老院の年次交代制は，これに対応する千人

以上の民会の交代制を必要とする。これは

上に述べた抑制制度がもつあらゆる不便を

担っている上に，かれら［民会の各議員］

の往復と会期に要する全国への迷惑と費

用，荷物のかさばり，さらに，たとえ交代

制が割り当てられても，会議が当然なすべ

きように十分なされることは不可能であろ

う。またかれらは遠方の各地からやってき

て一年だけ同じ場所にいるのだから，問題

の理由もはっきりせず，一緒になって熟慮

する余裕もなく，やたら握手したり，お互

い挨拶をしたり，投票したりするだけであ

り，秘密も保持できず，別の国政機関であ

る元老院と競争し，いつも衝突ばかりする

ようになるであろう（REW, pp. 440-441 :

342頁）
40)
。

ここでもミルトンは，官職交代制が政策の継続

性と安定性を損ない，かつ，民衆的立法機関の

不安定さが共和政モデル全体の不安定性につな

がり得ることを指摘しつつ，民衆的会議体が不

必要と主張する。これは，ハリントンの中核的

な提案を全否定するミルトンの姿勢を示すよう

に一見みえてしまう。

しかし 17 世紀イングランド共和主義思想の

多様性と統一性とを考える上で重要なのは，民

衆的会議体の不要論とそれを根拠とする終身元

老院の妥当性について，ミルトン自身が以下の

留保を第二版に付している点である。

現
・
在
・
の
・
よ
・
う
・
に
・
事
・
態
・
が
・
動
・
揺
・
し
・
て
・
い
・
る
・
時
・
期
・
に
・
お
・

い
・
て
・
，はるかに優れすぐにも実施できる方

法は，共和国が安全・安定し，かつ，われ

われに好機を与えてくれるまで，現在の元

老院［の在り方］の現状の改変を延期する

こと（REW, pp. 441-442 : 342頁，強調は

引用者）

である。さらにミルトンは，多くの人々が，終

身制立法機関への「恐怖あるいは羨望」を依然

として持ち続けるのであれば，ハリントンの提

案した「毎年あるいは二年ないし三年ごとに，

三分の一の交代制」を国民が将来決定できる規

定を設けるとも言う（REW, p. 461 : 356 頁）。

つまりミルトンは，君主政復活へと向かう現在

の状況に対して，終身制議会の導入によってそ

の阻止を図ることに最大の力点を置きつつも，

任期制や官職交代制の利点を原理的に認めない

のではなかった。

ここでこれまでのミルトンの議論をまとめる

と次のようになる。（元老院を構成する）議員

の終身制，二院制への消極的評価，そして官職

交代制を権力独占への処方箋と理解しつつも導

入すべきではないという判断，からなるミルト

ンの三つの主張は，君
・
主
・
政
・
復
・
活
・
に
・
向
・
か
・
う
・
現
・
在
・
の
・

状
・
況
・
では不適切な帰結をもたらすという認識に

基づくものであった。

つまりミルトンの共和政モデルは，主として，

君主政復活に向かう現在の状況を阻止するため

の時論的判断，つまり事態への即応性をより強

く意識した内容になっている。そしてハリント

ンの官職交代制に対するミルトンの批判も，現
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39）この議論を念頭に『設立論』の実質的な読者は，

広義の共和主義者であり，彼らの統一戦線の形成が

その目的であると Knoppers（1990）は解釈する。

40）「やたら握手したり，お互い挨拶をしたり，投票し

たり……」という行は，ハリントンが『オシアナ』

で詳細に描いた儀式的政治論が持つユートピア的色

彩に対する揶揄であろう。対照的に，このハリント

ンの儀式性に彼自身の宮廷文化との密接な連関と文

明化のカギを積極的に読み取る解釈も存在する（木

村（2010），第５章）。



在の状態において問題を孕むものとして，君主

政復活を食い止めるための時論的留保としての

側面が濃厚である。これに対して，ハリントン

が主張する官職交代制は，ミルトンが主として

論評した権力独占への処方箋であるだけでな

く，交代制によって官職就任者の母集団を維持

するという統治階層の形成の側面からも議論さ

れているという違いがある
41)
。

そしてミルトンによって，終身制元老院の主

張と民会の不必要性とは一対で議論されている

ことを考えると，その二院制批判もまた時論的

判断に基づくと言えよう。つまり，官職交代制

と二院制に関するミルトンとハリントンの現状

認識の相違は存在するものの，その理論的認識

の相違は，先行研究において強調されてきたほ

ど大きくないと考えられる。

５ 地方議会の提案

しかし終身制元老院などに関するミルトンの

必要論を支える少数者の支配が，いかに君主政

復活阻止に必要であっても，専制に陥る可能性

がないわけではない。このような同時代人の危

惧に対応するために，ミルトンは地方議会制を

も提案する。これはある意味では，中央政府が

一院制を採ることと相即的に議論され，市民と

しての自由を手にいれる方法として位置づけら

れている。ミルトンによれば，

国中の各郡が一種の下位共同体ないし共和

国 subordinate Commonaltie or Common-

wealthとされ……合併された隣接区域か

ら比例代表の割合で選出される貴族および

有力ジェントリが……政治に参加し，裁判

法を制定し，現にある法を行使し，政治上

の全ての問題について，彼らが選んだ上告

制なしの裁判権及び判事によって，法を執

行することができる（REW, pp. 458-459 :

353 頁）
42)
。

さらにミルトンは，地方議会や地方社会の独

立性や自律性に関連して，中央政界で支配的に

なりつつある君主政復活の動きを牽制し，その

防波堤として地方共同体を位置づける議論を第

二版で追加的に行う。それによれば，「もし国

民の自由に重大な関係を持つ法が中央で作られ

ようとする場合」，地方議会は，「一定期間内に

自分たちの同意あるいは異議を宣言公表し，そ

れを［中央の］総評議会に送付できる」とされ

る（REW, p. 459 : 354頁）。地方議会制は，君

主政復活に向かう中央政界の動きに対する防波

堤の役割だけでなく，地方議会で活躍した議員

が中央政界に進出する可能性についても記述さ

れており，中央と地方の連結にミルトンが重点

を置いているかのような記述もある
43)
。しかし

ながらミルトンの地方政治論全体としては，ハ

リントンのように地方議会と中央議会とが統治

機構論のなかで有機的に連関させることはない

ので，やはりミルトンの中核的な主張は，君主

政復活の阻止機能が中心に置かれていると言え

よう
44)
。

もちろんミルトンは，地方議会・地方社会の

独立性・自律性だけを主張するのではなく，共

和国全体の統合性を保つべきことにも第二版で

言及する。ミルトンによれば，地方議会が市民
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41）例えば，Works，pp. 245, 748, 788.

42）第一版 REW，p. 383. 第二版では，地方共同体が

中央の共同体の一構成要素である点，地域の代表と

して貴族層やジェントリ層を位置づける点，地方共

同体の現実の統治のあり方を自らの提案する共和国

モデルによって追認する側面，そして地方共同体の

自律性の主張が，より明確化されている。

43）REW，pp. 459-460 : 354頁，第一版 REW，p. 383.

清瀧（1999），108頁。

44）Gilmartin（1989）は，地方議員としての活躍が，

中央の議会選挙が構成員の死亡などによる補充の際

に限られるため，地方社会の重視は実質上，名目的

であり，それゆえにミルトンの自由共和国の「静態

的」な政体観に矛盾なく内包されると指摘している

（ibid., p. 37）。



的自由に関する中央の立法行為に対して行う可

否の判断は，「他の郡あるいは共同体の多数意

見に従うべきであり……他との意見一致を拒む

ようなことがあってはならない」（REW, p.

459 : 354頁）。この点で，イングランド共和国

は，オランダの「諸州連合体 the United Pro-

vinces」において「各行政単位に主権」がある

ことから生ずる「大きな損失」から無縁とされ

る（REW, p. 459 : 354頁）
45)
。

しかしながら，こうした共和国全体の統一性

を強調する議論を持ちつつも，ミルトンの中核

的主張は，国民の自由を抑圧する立法行為につ

いては，共和国全体の一体性の確保に配慮しつ

つも，それに盲従しない権限が地方政治に与え

られていることに置かれていた。確かにミルト

ンの地方議会制において，スコットランドやア

イルランドがどのように扱われるのかは不明で

あるし，また，地方議員の選出方法も明らかに

されていないなど，網羅的な提案とは言い難い

側面もある。しかしながら地方議会の提案は，

君主政の復活で市民的自由が大幅に失われると

見るミルトンなりの，地方ジェントリに期待す

るかたちでの防波堤的な機構的配慮と見なすこ

とができるのである。

そしてそのような重要性を持つミルトンの地

方議会制の提案もまた，同時代人が懸念する終

身元老院が専制の出現を惹起する危険性を減ず

る提案である点を考慮すると，君主政復活阻止

のための時論的提案としての性格を有すること

を免れえないと考えられる。

本章で分析したミルトンによる三つの具体的

な構想は，個々別々の方策ではなく一体として，

すなわち政策担当者を適切に選抜することに

よって，王政復古の阻止と，共和政による繁栄

と安定の享受を可能とすると同時に，ハリント

ンが政体の安定性に不可欠とした平等性の強調

とは異なる形で政体の安定性を確保する方策で

ある終身制元老院を中核に持つ自らの共和政モ

デルに対する専制批判をかわす狙いがあった。
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